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海面処分場における鋼管矢板遮水壁の

リスク評価手法
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海面処分場における側面遮水工には地震、波浪、高潮および津波等の海上特有の諸外力か

ら埋立地を護る護岸機能 とともに、廃棄物からの浸出水が海域へ流出するリスクを軽減、回

避もしくは未然防止する機能が要求される。

本研究は側面遮水工の一つである鋼管矢板遮水壁に着目し、継手部から浸出水の局所的な

漏水を表現 し得る評価モデルを検討 し、継手部の3次元的な配置ならびに透水係数分布を考慮

した鋼管矢板遮水壁が設けられた海面処分場の汚染 リスクおよび汚染 リスク低減効果を、3次

元浸透 ・移流分散解析によって評価する。なお、本研究では海面処分場における有害物質を

含んだ廃棄物浸出水の海域漏出の可能性を汚染 リスク、また浸出水の海域漏出を軽減、回避

あるいは未然防止する側面遮水工の効果を汚染 リスクの低減効果として定義 している。

鋼管本管に比べて高透水性の継手部を有する鋼管矢板遮水壁に対して実施 した汚染 リスク

および汚染 リスク低減効果の評価では、海面処分場の外域において継手部から有害物質の局

所漏出によって、換算透水係数に基づく現行評価モデルと比べて早期に環境基準値を上回る

有害物質の汚染 リスクを確認 した。従って、鋼管矢板遮水壁に関する汚染リスク低減の評価

では、継手部の3次元的な配置ならびに透水係数分布の考慮が望ましいことを提案 している。
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1.は じめ に

廃棄物処分場は、 ごみ として排 出 された物 か らリ

サイ クル可能 な物やエネル ギー を回収 した後 、最終

的な残渣物 を埋 立処分す る施設 であ り、我 々の生活

空間に ごみを残 さず街 をきれいに保つ大切 な社会基

盤施 設であ る。 しか しなが ら、廃棄物処分場 を建設

す る際、近 隣の住民 が抱 く 「浸出水 が漏れ るのでは

ないか?」 等の リスクに関連 する不信感 によって建

設 を反対す る例 が多 く、廃棄物処分場 の新規建設 が

困難 にな ってい る。 同時 に、環境規制 の強化等を受

け、廃棄物処分場の建設 コス トも大き く上昇 してい

る。その よ うな社会 的背景下、我 が国では従来、山

間谷地部 の水源地帯に廃棄物処分場(内 陸処分場)

を建設す るこ とが多かったものの、近年 では水源 地

の保全 を図 り、処分場か らの浸 出水 による地下水環

境へ の リス ク低減 のために、比較 的小規模の内陸処

分場 か ら都市部の港湾域に大規模展 開す る海面部 の

埋 立て(海 面処分場)へ と、処分場 の立地条件の多

様化が進 め られている。全 国統計1)で は全廃棄物処

分場 の うち海面処分場が全体容量で23.3%、 特 に大

都 市圏では80%以 上の容量 を占めている(2003年

度)。 しか しなが ら、上述 した周辺住 民が抱 く リス

クに関連す る懸念は未 だ残 ってお り、(1)海面処分場

を将来にわたって安定的かつ計画的に確保す ること、

な らびに(2)これ まで建設 されて きた既往 処分場 を再

整備 して延命化措置 を講ず る ことは、大都 市圏 を中

心 とする地域の大 きな懸案事項である。

海 面処分場 にお ける側面 ・底面遮 水工は廃棄物 の
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埋立処分に対応 して、港湾保 全 との整合 を図 りつつ、

埋立処分す る空間を確保す るた めの ものである。側

面遮水工(埋 立護岸)に は、地震や波浪、高潮お よ

び津波等の海 上特有の諸外力か ら埋 立地を護 る護岸

機能 とともに、廃棄物 か らの浸 出水が海域へ流 出す

る リスクを軽減 、回避 もしくは未然防止す る機能が

要求 され る1)。 なお、本研究では海面処分場にお け

る有害物質 を含んだ廃棄物浸 出水の海域漏 出の可能

性 を汚染 リス ク として、また浸 出水の海域漏 出を軽

減 、回避 あるい は未然 防止す る側面 ・底面遮水工 の

効果 、換言すれ ば、浸出水 の封 じ込 め効果を汚染 リ

スクの低減効果 として定義する。

近年では大水深施 工が可能 な鋼管矢板が施 工性お

よび経済性 の観点か ら、側 面遮水工 の一つ として海

面処分場を中心 に広 く用い られてい る2),3)。 しか し

なが ら、図-1で 示 され る継手を有す る鋼管矢板4)を

用い た側面遮 水 工(以 下 、鋼管 矢板遮 水壁 と称す

る)が 確保 ・発揮 しなければな らない汚染 リスク低

減 効果 の評価 は、実験的に も解析 的にも非常に複雑

を呈する。

本研究 では側面 ・底面遮水 工が設 け られた海 面処

分場 に対す る汚染 リス クマネジメン トの確立 を 目的

とし、その基礎 とな り得 る側 面 ・底面遮水工が設 け

られた海 面処分場 か ら廃棄物浸出水 の汚染 リス クを

解析的に評価す る。具体的 には、側面遮水工の一つ

で ある鋼管矢板遮水壁 に着 目し、継手部 か ら浸出水

の局所的な漏 水を表現 し得 る評価 モデル を検討 す る

ことで、継 手部の3次 元的な配置 な らびに透水係数

分布 を考慮 した鋼管矢板遮水壁 を有す る海面処分場

の汚染 リス クお よび汚染 リス ク低減効果 の将来 予測

を実施する。

2.廃 棄物処分 場 と リスク

(1)リ スク/リ スクマネジメン ト

リス クは分 野や対象 によって様 々に定義 され るが、

一般 的には 「人間の生命や経済活動に とって望 ま し

くない事態 が発生す る可能性」 と解釈 されてい る5)。

ここで、海面処分場 が根源 の リス クは、廃棄物浸出

水 の海域漏 出 として定義 した汚染 リスク(1.参 照)

に加 え、次節にて具体的な要因を列挙 している。

リスクの大 きさは損失期待値 として表 され、すな

わち、 リスク発生確率 と損失 の大 きさの積 である。

図-1鋼 管矢板と継手形式

図-2リ スクマネジメントの概念

さらに、 リスクマネ ジメン トは可能 な限 り低 コス ト

で リス クを軽減 、回避 も しくは未然防止す るための

マネ ジメン ト手法 であ り、戦 略的 なシステムの構築

が重要である。図-2は リスクマネ ジメン トの標準的

な手順 を示 している。 これ よ り、 リス クマネジメン

トは リス ク認知 、 リス ク評価(解 析)、 リスク対応

(軽減)お よび リスク保障 ・保 険の相互関係 か ら成

立す る。具体的には、対象の分析 によって リスクを

可能 な限 り正確 に把握 し、推 定 した リス クが許容 し

得 る レベルにあ るか否か を評価 し、許容で きなけれ

ば許容 リス クレベルへ の到達 を目指 して対応策 を講

じね ばな らない。 なお、 リス クな らび に リスクマネ

ジメン トの概念 は、本研究の対象 である海面処分場

に対 して も適用 可能で あ り、対象 とす る リスクに即

―14―



した海面処分場 の計画、設計、建設 、操業お よび維

持管理 を総合 的にマネ ジメン トする ことが望ま しい。

(2)海 面 ・内陸処分場に関連する リスク要因

海面 ・内陸処分場 は、 「廃棄物の処理及び清掃 に

関す る法律(廃 棄物処理法)(1997年 改正)」 な ら

びに 「一般廃棄物 の最終処分場及び産業廃棄物 の最

終処分場 に係 わる技術上の基準を定める命令(1998

年に改正命令 として示 され た総理府 ・厚生省令)」

によって、遮水 工構造基準や維持管理基準が明示 さ

れている1)。 なお、同法令 の建前は当該技術基準等

が順守 されれば廃棄物 の適正処理 がな され、近隣住

民 に対す る環境 リスクが許容範囲内である としてい

る。 しか しなが ら、実 際には遮水 工構造基準等 を満

足す る処分場においても、 リス クが発生す る要因は

多岐 にわた り、各 リスク要因 に対す る認知 、解析 ・

評価お よび対応 に止 ま らず、各 リス ク要因を総合的

に考慮 したマネジメン トを構築 しなけれ ばな らない。

以下では、海 面 ・内陸処分場に対す る リスクマネ

ジメン トの動機 となる、周辺住民が処分場 に対 して

不安視す るリスク要因 を列挙す る。

a)廃 棄物の受入れ

処分場が廃棄物 を受 け入れ る際、 当初 契約 とは異

な る物質混入 による リスクが発生す る。なお、当該

リスクに対 しては受入れ廃棄物 の特性 を正確 に把握

することが重要である6)。

b)廃 棄物の搬入

廃棄物の収集運搬車は早朝 か ら処分場へ廃棄物搬

入 を開始す るため、収集運搬 車の騒 音や土埃 に よる

リス クが発 生す る。ただ し、 当該 リスクは搬入 車の

台数制限、住 宅街 に入 った場合の減速、 な らびに ド

ライバーの教育徹底等 で対応可能である6)。

c)廃 棄物の埋立

廃棄物埋 立段階 な らび に埋立終 了後 の長期間にお

いて、廃棄物浸 出水 の漏 出によるリスクが発 生す る。

なお、 当該 リス クは廃棄物処分場 の リスクにおいて

最 も深刻であ り、本研究 において対象 とす る汚染 リ

スクで ある。当該 リスク発生 は、側 面 ・底面遮 水工

による汚染 リス ク低減効果 の低下、な らびに処分場

建設 ・操業時にお ける想定以上の 自然現象 が原因 と

して考えられる。

図-3海 面処分場における有害物質の暴露経路

d)処 分場の維持管理

廃棄物処分場が閉鎖 され た後 において も、上述 し

た リス クが発生す る。 さらに、処分場 の周辺住民は、

自然環境 と異 なる環境 リスクの恐れが ある土地 が残

されてい るに も係 わ らず、責任 主体が倒 産等で消滅

す る リス クがあれ ば、処分場 の設置 に拒否反応 を示

す のは当然である。そ こで、当該 リス クに対 しては、

一定 の要件 を満足 しなければ処分場 の閉鎖 を認 めな

い確認制度が廃棄物処理法で定められている6)。

(3)海 面処分場における汚染 リスクと対応

海 面処分場 の建設 な らびに維持 ・管理補修 にあた

っては、埋 め立て られ た廃棄物 宙来 の浸 出水や飛散

物 に伴 う周辺の汚染 リスクに対 して、暴露経路(図

-3参 照)を 特定するとともに、最たる注意を払わな

ければならない7)。

一方
、近年では廃棄物 の処分容量が逼迫 してい る

社会 的情勢 において、 ごみ の焼却処分に よる減容化

が広 く実施 されてい る。 よって、海 面処分場 にて埋

め立て られ る廃棄物は焼却残渣 の占め る割合 が大 き

くなってお り、焼却残渣 中に含 まれ得 る重金属類が

主た る環境汚染物質 となってい る。重金属類 は水溶

性 であ るため、何 らかの原 因で焼却残渣(廃 棄物)

か ら浸出水 が処分場外へ漏水 した場合には、重金属

類 も浸出水 とともに漏出す る。その結果、海面処分

場の周辺環境 は廃棄物浸出水 由来の重金属類 によっ

て汚染 され る7)。 そ こで、海面処分場では周辺海域

の重金属類 による汚染 リスクを低減す るため、構築

され る側面 ・底面遮水工(図-4参 照)に 十分な遮水

効果が求め られ てい る。 しか しなが ら、遮水工 の汚

染 リス ク低減効果 によって、浸 出水の漏 出を極力抑

制す ることは可能で あって も、浸 出水の漏 出を完全
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図-4海 面処分場における側面・底面遮水工

に防止す る遮水 工を建設す ることは技術的 に不可能

で ある。す なわち、処分場 由来 の汚染 リス クを遮水

工 によって完全 にゼ ロにす ることは現状 において不

可能であ り、汚染 リス クをどの よ うに して軽減、回

避あるいは管理するかが重要である。

海 面処分場 においては廃 棄物浸 出水 に起因す る汚

染 リスクを評価 ・管理するため、年1回 以上の頻度

にて処分場周辺海域 の水質 をモニ タ リング しなけれ

ばな らない1)。 これ は、 「一般廃棄物の最終処分場

及び産業廃棄物の最終処分場 に係 る技術上の基準 を

定める命令」 におけ る維持管理基準 として規定 され

ている。 また、水質モニタ リングの他 に、周辺海域

の底 質等 に対 して もモニタ リングを実施 している事

例6)も ある。 なお、周辺海域の水質 ならび に底質に

関す る環境基準値(管 理基準値)と しては、 「地下

水の水質汚濁 に係 る環境基準」(環 は境庁告示第16号 、

1999年)お よび 「土壌の汚染に係 る環境基準」(環

境庁告示第46号 、1991年)(表-1参 照)が 一般的

に適用 されてい る。 これ らのモニタ リングによ り、

周辺海域 に環境 基準値以上の有害物 質が検 出 された

等 の リス クが発 生 した場合 には、直ちに必要 な措置

が講 じられ ることになっている1)8)。 ただ し、海面

処分場 に関す る修復技術 は未だ開発 途上であ り、汚

染 リスクに対す る適切 な対応策(修 復技術)の 開発

が急務の課題である4)。

現状、海面 ・内陸処分場 にて埋 め立て られ た廃棄

物 に含 まれ る有害物質は、側面 ・底面遮水工の リス

ク低減効果 として定義 され る 「浸 出水 の封 じ込め効

果」 に即 して永久的 に処理 ・管理 され ることになる。

一方
、浸出水の封 じ込 めは、廃棄物浸 出水 による周

辺 の汚染 リス クを低減 ・管理す るものの、汚染 リス

クを処分場 内において半永久的に残存 させ る。 さら

表-1(a)埋 立場所等に排出しようとする金属等を含む

廃棄物に係る判定基準、および(b)地下水の水質

汚濁 ・土壌の汚染に係る環境基準

(いずれも重金属類を抜粋)

に、封 じ込 め環境 にあ る処分場 を跡 地利用す る場合 、

その用途は非 常に制限 され 、また、跡 地利用 のため

の施 工管理 も困難 を伴 う。 したがって、海 面処分場

の跡 地利用 を促進す るためには、処分場 由来の汚染

リス クを建設 時か ら将来にわたって適切 に管理 ・評

価 した上で、浸出水 の封 じ込め環境 において廃棄物

を効率的に浄化(安 定化)す るシステ ムを別途構築

しなければな らないと考 える。

(4)汚 染 リスクに対する遮水工の構造基準

「一般廃棄物 の最終処分場及び産業廃棄物の最終

処分場 に係 る技術 上 の基準 を定 める命 令」 は 、海

面 ・内陸処分場 に起因す る人の健康や周辺環境への

悪影響 の発生す る可能性(汚 染 リス ク等の環境 リス

ク)に 対 して、遮水工の構造基準や廃棄物処理業者

の資格要件等 を定 めている。

同命令 による側面 ・底 面遮水工の構造基準 は不透

水性 地盤 が存在 しない箇所 について、次のいずれか

の要件を満た さなけれ ばな らない1)。

(i)厚 さ50cm以 上かつ透水係数1×10-6cm/s以 下の

粘土層、または、 これ と同等以上の層に遮水 シ

ー トが敷設 されてい ること
。

(ii)厚 さ5cm以 上かつ透水係数1×10-7cm/s以 下の

アスファル トも しくは コンク リー ト層 、または、

これ と同等以上の層に遮水 シー トが敷設 されて

いること。

(iii)表面に二重 の遮水 シー トが敷設 され てい るこ と

(二重 の遮水 シー トが 同時に損傷す るこ とを防

止で きる不織布等 の保護層が設け られ てい るも

のに限る)°

ただ し、処分場底面に不透水地盤 が存在す る場合

には、以下の側面遮水工を設ける。
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(iv)不 透水性地盤 よ りも上 に位置す る透水性地 盤が、

ル ジオ ン値が1以 下になるまで薬液注入等 によ

り固化 されていること。

(v)厚 さ50cm以 上かつ透水係数1×10-6cm/s以 下の

連続壁 が不透水性地盤 まで設 け られてい ること。

(vi)鋼(鋼 管)矢 板 が不透水性地盤 まで設 け られ て

いること。

上記(i)～(iii)は、底面やの り面 におけ る遮水工 を対

象 としてお り、重力式(裏 込め石 がある)や 捨石式

の側面遮水 工に適用 され るもの と考 え られ る。一方 、

(iv)～(vi)については鋼管矢板遮水壁等の側面遮水工 を

対象 としてい る、海面処分場では、背後地盤 を含 め

て鋼(鋼 管)矢 板を厚 さ50cmの 均一層 として置換 し

た換算透水係数(図-5参 照)に よって、鋼管矢板遮

水壁 等の遮水効果な らびに汚染 リス ク低減効果が評

価 される1)。 また、換算透水係数が1×10-6cm/s以 下

である鋼(鋼 管)矢 板壁 は、(v)の記述 と同等の効果

を満 たす もの と見 なされる。 しか しなが ら、換算透

水係 数では鋼管矢板 遮水壁 における浸 出水の継手部

か らの局所漏 出のよ うに、局所的 に漏水が生 じる遮

水壁の遮水効果 な らび に汚染 リスクの低減効果 を厳

密 に評価す ることが困難で ある。そ こで、不透 水性

の鋼管部 と透水性 の継手部か ら構成 され た鋼管矢板

遮水壁 では、継手部 の3次 元的な配置な らびに透水

係数分布 を考慮 した遮水効果な らびに汚染 リス ク低

減効果 を評価す る必要がある。

3.海 面処分場の汚染 リスク評価

本章では、海 面処分場 由来 の汚染 リス ク(有 害物

質 を含 んだ廃棄物浸出水の周辺環境への漏 出)に 対

して、鋼管矢板遮水壁 の汚染 リスク低減効果を3次

元浸透 ・移流分散解析 を用いて評価す る。具体的に

は、鋼 管矢板遮水壁の汚染 リスク低減効果に関す る

換算透水係数 を基本 とした既往 の評価モデルに対す

る、鋼管矢板遮水壁 内での継手部の3次 元的な配置

な らびに透水係数分布 を考慮 した評価 モデルの適用

性 を検討 し、汚染 リスク低減効果の将来予測 を追究

す る。

(D解 析対象 と評価指標

鋼管矢板遮水壁 は、互いの鋼管の間に継手が3次

元的に配置(図-1参 照)さ れてお り、継手部 からの

図-5換 算透水係数の考え方

局所的な有害物質 の漏 出を的確 に再現す る必要 があ

る。 そ こで 、3次 元 浸透 ・移 流 分散 解 析 コー ド

「Dtransu-3D・EL」9)を 適 用す ることで、継手部 を

よ り精密に再現 した鋼管矢板遮 水壁 の汚染 リスク低

減効果 を解析 的に評価す る。

図-6は 本解析において設定 した基本的な処分場3

次元 断面 を示 している。設定 した基本 断面 は海 面処

分場 にお ける鋼管矢板遮水壁な らびに遮水壁近傍に

おけ る構成層の一部分 に着 目した ものであ り、廃棄

物層 下端 な らび に海底 には粘土層が堆積 し、海面処

分場 における底面遮水層 としての役 割を果 た してい

る。 なお、鋼管矢板遮水壁は粘土層内に3m根 入れ さ

れてお り、鋼管矢板遮 水壁 の透水係数は実験的に報

告 された既往の文献2),3)を参考に決定 している。

海 面処分場 にお ける鋼 管矢板遮水壁の施 工事例 で

は、図-7に 外観 を示 してい るよ うに鋼管矢板遮水壁

の力学的安定性 の保持 な らびにフェイルセーフの概

念 によ り、二重 の鋼管矢板遮水壁 が用い られ ること

がある1)。 また、鋼管矢板遮水壁 の力学的安定性 を

向上 させ るため、底面遮水工の機能 を担 う自然堆積

粘 土層 にお い て はサ ン ドコ ンパ クシ ョンパ イル

(SCP)改 良等の地盤改良が実施 されることもある1)。

しか しなが ら、本研 究の対象 は鋼管矢板遮水壁が有

す る汚染 リス ク低減 の評価 である。そのため、本解

析 では図-6に 示す ように海面処分場 を簡略化 し、一

重の鋼 管矢板遮水壁、廃棄物層 な らびに 自然堆積粘

土層で構成 される処分場3次 元断面を仮定 している。

また、設定 した処分場3次 元断面は海面処分場が与

える周辺への汚染 リス クに対 して、よ り厳 しい遮水

工構造条件である。

海 面処分場では、処分場 内外 の水位差が2mを 超え
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図-6処 分場3次 元断面(基 本断面)

ないよ うに 日常的に管理 されてい る1)。 そこで、図

-6に 示 した処分場3次 元断面では海域上端部に全水

頭H=0m、 および廃棄物層上端部に全水頭H=2mを 境

界条件 として与 え、2mで 規定 される管理水位 を再現

してい る。 なお、処分場3次 元断面の境界端 は全て

非排水条件である。

各構成層 に与 える材料特性 は、透水係数(水 平方

向)、 透水係数(鉛 直方向)、 有効 間隙率、縦分散

長、横 分散長 、分子拡散係数お よび遅延係数 である。

表-2に は、材料特性 として与えた物性値を示 してい

る。 なお、表-2に 示 された材料特性値 は、文献2),4),

9用0)を参 照 して決定 してい る
。また、本研究が対象

とす る処分場 か ら漏 出 し得 る有害物質 は重金属類 と

仮定 してい る。本解析では、廃棄物層 において汚染

源 と仮定 して有害物質(重 金属類)濃 度C=1を 、廃

棄物層以外の領域には有害物質濃度C=0を 初期条件

として与えてい る。

海 面処分場 にお ける環境 管理基準 として、周辺海

域 の水質お よび底質 に関す る環境基準値(管 理基準

図-7二 重鋼管矢板遮水壁を採用した処分場例

値)は 、処分場に廃棄 され る廃棄物 の受入れ基準値

(表-1参 照)の1/10で あることが読み取れる。そ

こで、本解析では鋼管矢板 遮水壁 の汚染 リス ク低減

効果 を評価す る一つの指標 として、鋼管矢板遮水壁

の海域側端(図-6に おいて破線で囲まれた断面)を

エン ドポイ ン トと して仮定 し、本箇所 にお ける有害

物 質濃度 に着 目す る。す なわち、本解析 では鋼 管矢

板遮水壁 の海域側端において有害物質濃度がC=0.1

に達す る時 間を、海 面処分場 ならびに鋼管矢板遮水

壁 の汚 染 リス ク低 減効果 の終 焉(汚 染 リス クの発

生)と して捉 え、C=0.1に 達す るまでの時間を評価指

標 とLて いる。

(2)均 一層モデル/鋼 管 ・経手モデル

海面処分場における鋼管矢板遮水壁 に関す る汚染

リスク低減 の評価では、鋼管矢板遮水壁 の換算透 水

係数 が一般 的に用い られ てい る(2参 照)。 換算透

水係数 を用いた評価は遮水工構造基準 と直接的 に照

合 可能 であるた め、鋼 管矢板遮水壁 の技術 開発では

頻繁 に用い られ る。一方、換算透水係数 を用いた鋼

管矢板 遮水壁 の評価では、漏水 の可能性 が高い継 手

部 の透水係数 と不透水 として仮定 され る鋼管部 を平

均化 しているた め、実現場 にて問題 とな る漏水箇所

な らびに時間の特定が容易 でない。すなわち、鋼管

矢板遮水壁 にお ける継 手部 か らの局所 的な有害物質

の漏 出による環境影 響を評価す ることが困難である。

そ こで、鋼管矢板遮水壁 にお ける継 手部か らの浸出
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表-2構 成各層に与えたパラメータ

水 の局所的 な漏水 を表現 し得 る評価モデル を比較検

討す る。評価モデルの比較検討で は、換算透水係数

を用いた評価モデル を 「均一層 モデル」 とし、鋼管

と浸出水 の漏水経路であ る継手部 を互い に考慮 した

評価モデルを 「鋼管 ・継手モデル」 としている。

図-8は 、均一層モデルお よび鋼管 ・継手モデルの

概略を示 している。図-8(a)に 示す均一層モデルでは、

既往 報告2、3)を 基 に鋼 管矢板 遮水壁 の換算透水係数

と し て2.0×10-6、1.0×10-6、1.0×10-7お よ び

1.0×10-8cm/sを 各々与えた。 一方、鋼管 ・継手モデ

ル(図-8(b)参 照)で は、鋼管径1mに 対 して0.25m

の間隔で継手部 を設けてお り、図-1で 示 した鋼管矢

板 の標準的なサイズを再現 してい るものである。ま

た、鋼管 ・継 手モデル では、鋼管部 と継手部 を考慮

した全体 の透 水係 数が均一層モデルで与えた鋼管矢

板遮水壁全体の透 水係数 と等 しくな るよ う、鋼管部

な らび に継手部へ透水係数 を与 える。すなわち、鋼

管部 は透水係数が無限小 である と仮定 した上 、継手

部 に は2.5×10-6、1.3×10-6、1.3×10-7お よ び

1.3×10-8cm/sの 透水係数 を与 えている。

図-8均 一層モデルと鋼管 ・継手モデルの概要

(3)鋼 管矢板遮水壁の汚染 リスク低減効果

図-9は 、均一層モデル において遮水壁 として設定

した均一層 、鋼管 ・継手モデル において鋼 管部お よ

び継手部での、鋼管矢板遮水壁 の海域側端を通過す

る有害物質の濃度 フラックス(単 位面積お よび単位
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図-9処 分場外へ漏出する濃度フラックスの経時変化

時間あた りに通過す る物質量)を 示 してい る。 さら

に、図-10に は両モデルにおいて確認 された処分場

外 に漏 出す る有害物 質の最高濃度 と経過 時間の関係

を、図-書1は 両モデル における廃棄物か ら漏出す る

有害物質の濃度分布の時刻暦 を表 している。

図-9で は鋼管 ・継手モデルが均一層モデル と比較

して、継手部 において漏 出す る有害物質の濃度 フラ

ックスが集 中 してい る。す なわち、鋼管 ・継 手モデ

ル は、鋼 管部 と比べて透水係数 の高い継手部に有害

物質 を含 む浸出水 の流量集 中、す なわち汚染 リスク

を定量的に表現す るこ とができる。 さらに、図-11

に示 されてい るよ うに、均一層 モ デル では有害物質

を含む浸出水が鋼管矢板遮水壁 か ら均等 に漏水 し、

処分場外へ漏出す る有害物質濃度 が年数経過 に従っ

て均一 に増加す る傾 向に対 し、鋼 管 ・継手モデルで

は有害物質 を含 む浸出水が継手部 において局所的 に

漏 水 し、処分場外へ漏 出す る有害物質濃度 が年数経

過に従って継手部 において局所的に増加す る。そ の

結果、図-10に 示 され るよ うに、鋼管 ・継手モデル

では処分場外へ漏 出す る有害物質濃度が均一層 モデ

ル と比較 して早期 に増加す る。

例 えば、評価指標 として設定 した鋼管矢板遮 水壁

の海域側端 にお ける有害物質濃度Cが0.1に 達す る

時間では、均一層モデル(鋼 管矢板 遮水壁全体の透

水係数=1.0×10-8cm/s)に おいて約110年 、鋼管 ・継

手モデル(鋼 管部 ・継手部 を考慮 した鋼管矢板遮水

壁全体の透水係数=1.0×10-8cm/s)に おいて約70年

で ある(図-10参 照)。 また、鋼管矢板遮水壁全体

の透水係数 が均一層モデルな らび に鋼管 ・継手モデ

ル において等価 である他の解析条件 において も、鋼

管 ・継手モデル は浸 出水の局所漏水 の影響に よ り、

図-10処 分場外へ漏出する有害物質

最高濃度の経時変化

図-鱈 処分場外へ漏出する有害物質濃度の時刻暦

均一層モデル と比較 して早期 に環境有害物質 の漏 出

(汚染 リスクの発生)が 確認 され(図-12参 照)、

また、その傾 向は鋼管矢板遮水壁全体の透水係数の

上昇 に伴い顕著 となる(図-13参 照)。 これ は上記

した一例 と同様の傾向である。

上記 したよ うに、鋼 管 ・継手モデル を用いた海 面

処分場 におけ る鋼 管矢板 遮水壁 に関す る汚染 リスク

低減効果の評価 は、鋼管矢板遮水壁 の継手部で発 生

す る局所的な浸出水漏水 を再現可能 であ り、また均

一層モデル と比較 して図-10で 示 した ように、早期

に環境基準値 を超過す る有害物質が処分場外へ漏 出

す る傾 向を示す。換言すれ ば、従来実施 されてい る

―20―



図-12有 害物質の漏出時間と換算透水係数

換 算透水係数 を基本 とした均一層モデル を用 いた評

価 は漏 出す る有害物質の総物質量 は概略的に評価 で

きるものの、鋼管矢板遮水壁 にお ける有害物 質の局

所漏 出を再現 できないため、汚染 リス ク低減効果 を

有害物質の漏 出時間 として過 大に予測 してい る可能

性 が ある。 なお、均一層モデルでは、鋼管矢板遮水

壁 にお ける有害物質 の漏出箇所 に対す る定量的な特

定 も困難 である。

海 面処分場 において構築 された鋼管矢板遮 水壁 を

長期的 にマネジメ ン トす るた めには、鋼管矢板遮水

壁 の汚染 リス ク低減効果が何時そ して何れ の箇所に

おい て損 なわれ るかを適切 に推測す ることが重要で

ある。本観点か らも鋼 管 ・継手モデル を用いた評価

に よって、鋼管矢板遮水壁 の細部にわた る汚染 リス

ク低減効果 を検証することが重要である。

(4)汚 染 リスク低減のための技術的工夫

(3)で述べ た とお り、海面処分場にて構築 され る側

面遮 水工の一つである鋼管矢板遮水壁 は、廃棄物浸

出水 による汚染 リスクの発 生を延命す る。換言すれ

ば、遮水工構造基準 を満たす透水係数 を発 揮す る鋼

管矢板遮 水壁 が構築 された海 面処分場 において も、

長期 において汚染 リスクの発 生は必然 である。 なお 、

鋼管矢板遮水壁 では、解析 にて設定 した1.3×10-8～

2.5×10-6cm/sの 比較的低透水性 を有する鋼管矢板継

手 であって も、継 手の存在 自体が汚染 リスク発性 の

要 因 となる。そ こで、鋼管矢板継手の更なる技術 開

発 は重要 であ り、遮水 レベル の技術 向上に止 ま らず、

モニ タ リングを含む鋼 管矢板継手の遮水性能 に対す

る維持 ・管理 ・補修に関す る技術的工夫が望 まれ る。

文献11)で は、鋼管矢板遮水壁 にお ける継手部の維

図-13局 所漏水に伴う漏出時間と換算透水係数

持 ・管理 ・補修技術の一つ として、継手部内に形成

される空間の有効活用を提案 している。具体的には

遮水処理が施 された継手部内に予め集排水空間を設

け、その空間を集排水井戸 として用いる技術である。

本技術は自然水頭差に起因する廃棄物浸出水の鋼管

矢板遮水壁への集中、鋼管矢板遮水壁の完全遮水、

更には埋立廃棄物の長期的な浄化(安 定化)の 促進

等までが期待できる。今後は、上記 した技術に対 し

ても汚染リスク低減の観点から評価する必要がある。

4.お わりに

以下では、本研究で得られた主な成果を示す。

(1)鋼 管本管に比べて高透水性の継手部を有す る鋼

管矢板遮水壁に関す る汚染 リスク低減の評価で

は、鋼管 ・継手モデルで再現 した継手部からの

浸出水局所的な漏出を考慮することが望ましい。

海面処分場の外域では継手部からの有害物質の

局所漏出によって、現行評価モデル と比べて早

期に環境基準値を上回る有害物質の汚染が確認

された。

(2)海 面処分場において構築された鋼管矢板遮水壁

を長期的にマネジメン トするためには、鋼管矢

板遮水壁の汚染 リスク低減効果が何時そして何

れの箇所において損なわれるかを適切に推測す

ることが重要である。本観点か ら鋼管 ・継手モ

デルを用いた評価によって、鋼管矢板遮水壁の

細部にわたる汚染 リスク低減効果を検証するこ

とが重要である。

(3)鋼 管矢板遮水壁における継手部の存在 自体が汚

染 リスク発生の要因となる。鋼管矢板継手の更

なる技術開発は重要であり、遮水 レベルの技術
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向上 に止 ま らず、モニタ リングを含む鋼 管矢板

継手 の遮水性能に対す る維持 ・管理 ・補修 に関

す る技術的工夫が望まれ る。
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Risk Evaluation Method for SPSP Cutoff Walls at Coastal Waste Landfill Sites 

By Shinya INAZUMI and Hiroyasu OHTSU 

An evaluation method that can express the local leakage of leachate from joint sections in steel pipc sheet pile

(SPSP) cutoff walls is discussed, in this study. In particular, the evaluation of environmental feasibility (containment of 
leachates containing toxic substances) considering a three-dimensional arrangement and hydraulic conductivity 

distribution of the joint sections in the SPSP cutoff wall is compared with an evaluation that generally uses the 

equivalent hydraulic conductivity. This equivalent hydraulic conductivity assumes that the joint section and the steel 

pipe are integrated; therefore, the hydraulic conductivity is substituted with a uniform permeable layer. However, in an 
evaluation that employs the equivalent hydraulic conductivity, it is difficult to consider the local leakage of leachate 

containing toxic substances from the joint sections in the SPSP cutoff wall. This paper concluded that evaluations of the 

environmental feasibilities of the SPSP cutoff walls with joint sections must take into account the local leakage of 

leachates containing toxic substances from the joint section.
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